
磐田市多文化共生社会推進協議会要綱（抜粋）

（組織）
第３条　協議会は、委員20人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(１)　各種団体の代表者
(２)　企業の代表者
(３)　教育機関の代表者
(４)　関係行政機関の職員
(５)　在住外国人の代表者
(６)　その他市長が必要と認めた者

は、当該職にある期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
４　委員は、再任することを妨げない。

３条関係 氏　名 か　な 所　属　等

1 1 藤田　允 ふじた　まこと 自治会連合会

2 1 川原　利彦 かわはら　としひこ 磐田国際交流協会

3 2 渡邉　カルロス わたなべ　かるろす （株）ＯＲＪ

4 2 平野　利直 ひらの　としなお 平野ビニール工業株式会社

5 2 松下　晴彦 まつした　はるひこ 株式会社松下工業

6 2 相川 アンジェラ あいかわ　あんじぇら 浜松磐田信用金庫

7 3 伊藤　雅之 いとう　まさゆき 竜洋東小学校

8 3 鈴木　秀幸 すずき　ひでゆき 竜洋中学校

9 3 江間　啓之 えま　けいじ 磐田南高校（定時制）

10 3 鈴木　公恵 すずき　きみえ 磐田市立東部幼稚園

11 5 高橋　ロウェナ たかはし　ろうぇな 在留外国人（フィリピン）

12 5 田中　琢問 たなか　たくもん 在留外国人（ブラジル）

13 5 薜　堅 せつ　けん 在留外国人（中国）

14 6 佐伯　康考 さえき　やすたか 静岡文化芸術大学

役　職 氏　名 か　な 所　属　等

1 オブザーバー 加藤　智慧子 かとう　ちえこ 学校教育課

2 杉田　友司 すぎた　ともじ 多文化交流センター

3 山田　裕美 やまだ　ゆみ 多文化交流センター

役　職 氏　名 か　な 所　属　等

1 鈴木　賢司 すずき　けんじ 自治市民部長

2 伊藤　方伸 いとう　まさのぶ 地域づくり応援課長　

3 伊藤　豪紀 いとう　ひでのり 地域づくり応援課長補佐

4 坪井　信 つぼい　しん 地域づくり応援課　多文化共生・市民活動ｸﾞﾙｰﾌﾟ

5 川合　紗也華 かわい　さやか 地域づくり応援課　多文化共生・市民活動ｸﾞﾙｰﾌﾟ

6 森　優也 もり　ゆうや　 地域づくり応援課　多文化共生・市民活動ｸﾞﾙｰﾌﾟ

7 池端　美咲 いけばた　みさき 地域づくり応援課　多文化共生・市民活動ｸﾞﾙｰﾌﾟ

8 三村　めぐみ みむら　めぐみ 地域づくり応援課　多文化共生・市民活動ｸﾞﾙｰﾌﾟ

令和４年度　磐田市多文化共生社会推進協議会　委員

委員を依頼する方又は団体（計14人）　　※印は委員変更（異動等により）

３　委員の任期は、２年とする。ただし、その職に基づいて委嘱し、又は任命された職員の任期



資料１ 
令和４年度 磐田市多文化共生社会推進協議会について 

１ 本協議会の目的 

本協議会は磐田市多文化共生社会推進協議会要綱に基づき設置し、日本人市民と外国人市民が互

いの文化的違いを認め合い対等な関係を築き、社会の構成員として共に生きていくという多文化共

生の推進を目的としています。 

２ 今年度の協議会について 

 ・第４次多文化共生推進プランの進捗管理を徹底し、課題解決に向けた意見交換を行います。 

 

３ 今年度の協議会日程（予定） 

第１回（７月26日） 

・第３次多文化共生社会推進プラン結果報告 

・第４次多文化共生社会推進プラン計画報告 

・意見交換 

第２回（11月） 
・第４次プラン計画の実施状況報告 

・意見交換 

第３回（２月） 
・第４次多文化共生社会推進プラン実施結果報告 

・意見交換 

４ 磐田市多文化共生社会推進プランについて 

磐田市における多文化共生を総合的かつ効果的に推進するための指針 

プラン名 内容 

第 1次磐田市多文化共生推進プラン 

（平成19年度～平成23年度） 

地域における多文化共生推進プラン（総務省）をベー

スに、県内初の多文化共生推進プラン「磐田市多文化共

生推進プラン」を作成。 

第２次磐田市多文化共生推進プラン 

（平成24年度～平成28年度） 

第１次プランを概ね継承。 

第１次プランのうち、日常業務（ルーチンワーク）とな

った事業を削除し、磐田市多文化共生社会推進協議会か

ら提出された提言書から新事業を追加。 

第３次磐田市多文化共生推進プラン 

（平成29年度～令和３年度） 

第１次、第２次プランの総括、昨年度実施した、市民意

識調査結果から現状と課題を整理し、根本的な見直しを

行う。 

第４次磐田市多文化共生推進プラン 

（令和４年度～令和８年度） 

第３次プランを継承。新型コロナウイルス感染症やデジタ

ル化など社会情勢の変化に対応したプランを作成。 

日本語教育・情報発信の多言語化を充実し、外国人の高齢

化対策への対応を示した。 

外国人と日本人の交流の支援を図る。 



令和３年度 多文化共生社会推進協議会まとめ 
令和４年７月26日 

 

○第１回（令和３年６月25日） 

  第３次多文化共生推進プラン進捗状況報告 

  第４次多文化共生推進プラン策定へ向けた課題整理（意見交換） 
 

○第２回（令和３年９月16日） 

  第４次多文化共生推進プラン策定へ向けた意見交換 

  （現況確認及び課題解決案の検討） 

 

○第３回（令和３年11月７日） 

    第４次多文化共生推進プラン策定へ向けた意見交換 

    （関係各課職員を交えたプラン案の見直し） 

 

○第４回（令和３年12月 29日） 

    第４次多文化共生推進プラン策定へ向けた意見交換 

    （修正後プラン案の見直し） 

 

○第５回（令和４年１月14日） 

    第４次多文化共生推進プラン策定へ向けた意見交換 

   （外国人市民向けヒアリング結果を基にした最終確認） 

 
 

委員の任期について 

 

・現委員の皆様の任期は、令和５年３月３１日で任期満了となります。 

 次年度からは、「令和５年４月１日～令和７年３月３１日」の任期で次期委員を募ります。 

 現委員の皆様には、継続して参加して頂きたいと考えておりますが、ご都合により継続が

難しいと思われる方は、出来る限り早くご相談ください。 



資料 2 
令和元年度 多文化共生社会推進協議会まとめ 

 

○第１回（令和元年７月24日） 

  情報交換（フリーテーマ） 

  現状及び課題の整理 

①第1世代の高齢化と第２世代の台頭 

②支援者の世代交代 

  ③市長部局と教育委員会の連携 

  在浜松ブラジル総領事館と磐田市の連携を検討 

  入国管理法改正の影響（東南アジア圏の外国人が徐々に増加する見込み） 

  外国人児童生徒数の増加と教育現場の現状 
 

○第２回（令和元年12月 16日） 

   課題等への対応状況 

  ・在浜松ブラジル総領事館への訪問（令和元年11月 19日） 

  ・外国人従業員を雇用する市内企業へのアンケートの実施 

   ワークショップ 

  テーマ１「外国人住民の地域社会への参画について」 

  ・企業が技能実習生の背中を押して地域活動に参加させている。 

  ・若者のリーダー的な存在が地域活動に参加すれば、若い人も参画する。 

テーマ２『外国人児童生徒への支援』 

  ・磐田の弱点として感じたことは、プレスクールがないこと。 

  ・教育に関心を持つ保護者は少なくないが仕事と調整を付けることが困難。 
 
○第３回（令和２年２月17日） 

 テーマ１「外国人住民の地域社会への参画について」 

  ・外国人地域社会参画は、企業から地域に繋いでもらった方が良いため、取り組む企業 

を増やすための仕掛けが必要。 

  ・避難所で外国人対応パックのような、補助具を配備する。 

テーマ２『外国人児童生徒への支援』 

  ・３月から学校教育課でプレスクールを実施予定。 

  ・日本人では思いつかないことを心配に思う人がいるため、フィードバックをしっかり 

行って、プレスクールの改善に努めてほしい。 

  ・外国人保護者会では地域と協力しイベントも取り入れるなど柔軟な対応が必要。 



令和２年度 多文化共生社会推進協議会まとめ 
 

○第１回（令和２年７月30日） 

  情報交換（フリーテーマ） 

  現状及び課題の整理 

 ①外国人、外国人支援者の高齢化 

 ②第２世代の活躍 

 ③コロナ禍における外国人の状況と必要な支援 

 報告事項 

  外国人人口状況について 

  第３次多文化共生推進プラン基礎調査結果 

 

○第２回（令和２年11月 13日） 

  ワークショップ 

  外国人及び外国人支援者の高齢化による課題及び対応策検討 

  外国人児童生徒への支援における、各機関の協力体制の強化 

  コロナ禍における外国人住民の生活実態の把握と必要な支援の検討 

  報告事項 

    外国人市民アンケートの実施状況 

    2020年度 磐田市はじめての日本語教室について 

    駐日ブラジル大使訪問及び在浜松ブラジル総領事代理訪問について 

 

○第３回（令和３年２月26日） 

  意見交換（次期プラン策定に向けて） 

  報告事項 

    インターナショナルフェアの開催結果について 

    外国人市民アンケートの分析結果について 

    総務省の多文化共生推進プラン改訂について 

 



資料３
令和４年度外国人人口推移（4～6月）



資料４‐１ 
 

１ 外国人向け日本語教室を就労などにつなげます

 

外国人市民の増加、多国籍化が進む中、外国人が生活レベルの日本語を習得すること

で、地域や職場におけるコミュニケーションを促進するとともに、学習意欲の向上や就

労などにつなげることを目的に「磐田市日本語教室」を開講します。 

 

 

  市内に在住または勤務しており、日本語能力が初期レベルの外国人の方 

 

 

 前期（５月末～10 月上旬） 受講料は無料 

クラスの種類 会場（回数） 定員 

①入門クラス 「はじめよう にほんご」 
※日本語が話せない・読めない・書けない方 

１会場（11 回） 
オンライン（11 回） 各会

場10

名 

程度 

②初級クラス 「あつまれ にほんご ひろば」 
※①以上の日本語能力レベルの方 

４会場（各11 回） 
オンライン（1４回） 

③こどもクラス 「こども にほんご ひろば」 
※小中学生など 

２会場（各11 回） 

 

 

  期間：令和４年５月９日（月）～23 日（月） 

  方法：募集チラシに記載のQR コードを読み取り、申込フォームから応募する。 

 

 

・日本語が全く話せない方を対象とした「入門クラス」を設置します。 

・修了証とあわせて、受講者の「日本語レベル」と「身に付いた能力」を証明します。 

・企業へ情報提供を行うことで教室の認知度を高め、従業員の受講を促します。 

・モデル企業からの受講者が、地域や職場でもたらす効果を追跡調査します。 

 

 

受講者 
・地域や職場にて自分から挨拶し、話しかける「自信」を与えます。 
・市が発行する修了証を持参し、企業などに自己PR ができます。 

地 域 
・外国人住民とコミュニケーションが取りやすくなります。 
・地域活動へ参加を促しやすくなり、地域力維持の助けとなります。 

企 業 
・外国人従業員のスキルアップとコミュニケーションが図られます。 
・有能な外国人材の確保や待遇改善、登用の判断材料となります。 

行 政 
・受講者と企業を繋げることで、外国人の就労支援を促進できます。 
・受講者がスタッフになり、新たな「学びの循環」が生まれます。 

 

担当：地域づくり応援課 TEL0538-37-4870 

   （産業政策課・経済観光課） 



2022.5.30地域づくり応援課作成資料

資料４-２



資料４-３



1 ページ

資料５



2 ページ



3 ページ



4 ページ



5 ページ



6 ページ



7 ページ



8 ページ



1 ページ

資料６



2 ページ



3 ページ



4 ページ



5 ページ



6 ページ



7 ページ


